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1 報告等の種類及び期限等

文書管理システムにより提出する。

検査忌避等事案調査票 発生した都度 その都度
．監理第2係

令和5年7月4日付東局課ー総

， 2-15ほか9課合同（指示）

Web調査の実施状況 令和7年7月～12月処理終了分 令8.1. 13（火） （別途指示）

令和8年1月～6月処理終了分 令8.7. 1（水），

令和7事務年度 「機動調査事績回 令和7年7月～12月処理終了分 令8.1. 15（木） 1別紙様式2
監理第5係

報書」管理表兼処理事績報告書 令和8年1月～6月処理終了分 令8.7.3（金）

令和6事務年度 総合譲渡所得の調 令和6年7月1日から 令7.8.22（金） I i別紙様式3

査等事績一覧 令和7年6月30日
＇ 

そ
令和7事務年度暗号資産に係る実全期分 (7月～6月） 1令8.7.3（金） I 1別紙様式4

の 地調査の状況事績
他
電子帳簿保存法における重加算税の 調査終了後 調査終了後、 監理第2係 令和5年3月17日付東局課ー総

加重措置不適用に係る調査事案報告 速やかに 2-1ほか5課合同（指示）

書

継続2管理事案に対する実地調査等 調査終了後 調査終了後、 別紙様式5-1及び別紙様式5

の状況 速やかに -2 

↑
 



2 報告等の種類及び期限等（国際関係）

海外資産関連事案（相続税）の管理
1別冊2別紙1

一覧表

海外資産関連事案（贈与税）の管理 海外資産関連事案を把握した都度
ポータルサ

署 その都度 署国際官 イト、局WI別冊2別紙2
一覧表 （相続税は関連資料を別途送付する） ANメール

海外資産関連事案（譲渡所得）の管 I別冊2別紙3
理一覧表

相手国等の税務当局から受領した情
署 処理が完了した都度 その都度 署国際官

平15.5. 23付東局総総第239号

報の活用事績について（報告） 【局】 （事務運営指針）
署国際官 月ごと 翌月 5日

国際官

長期出張者から入手した情報の活用 1
署 処理が完了した都度 その都度 署国際官

平21.9. 30付東局課ー資2-68
結果

1署国際官
【局】 ほか1課合同（事務運営指針）

月ごと 翌月 5日
国際官

署 外資系金融機関の調査を実施した都度 その都度 署国際官

外資系金融機関臨場調査連絡せん ： 局WAN I別冊2別紙5
署国際官 連絡があった都度 その都度

【局】 メール

国際官

署
海外取引に係る租税回避行為が

その都度 署国際官 1

国際取引連絡せん
l 想定される事実を把握した都度

I 
平21.7. 8付東局課ー総5-15

l 
【局】 l （事務運営指針）

署国際官 連絡があった都度 その都度
国際官

署
事実を把握した都度

その都度 署国際官
譲渡所得事案に係る海外投資先連絡 1 （海外資産関連事案に係るものを除く。） I 

I別冊2別紙6
せん

I 署国際官 【局】
I 

連絡があった都度 その都度 国際官

2
 



署 処理が完了した都度 処理月末日 署国際官 RIN、

海外資産関連事案の連絡シート
l 

局WAN I別冊2別紙8~11
l 

署国際官 月ごと 翌月 5日
【局】 メール
国際官

国外転出時課税制度処理状況整理簿
署 処理が完了した都度 その都度 署国際官 局WAN 別途指示

（署）
署国際官 7月7日

【局】 メール （事務実施要領）
月ごと

国際官

令和7事務年度国外財産調書処理
状況整理簿

令和6年分国外財産調書未提出者
等への対応事績報告書

令和7事務年度国外財産調書に係
る調査事績等報告書【所得税】

令和7事務年度国外財産調書に係
る調査事績等報告書【相続税】

令和7事務年度 国外財産調書に係
る調査事績等報告書【贈与税】

令和7事務年度財産債務調書処理
状況整理簿 よ

別途指示

I 
・【局】 I 文書管理 I別途指示

令和6年分財産債務調書未提出者
国際官 システム

等への対応事績報告書

令和7事務年度財産債務調書に係
る調査事績等報告書【所得税】

令和7事務年等報度告財書産【債相続務調税書】に係
る調査事績

令和7事務年度財産債務調書に係
る調査事績等報告書【贈与税】

国外送金等調書処理状況整理簿
元 ）
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3 報告書作成に当たっての留意事項等

報告書は、事務年度をまたいでの作成となるものもあるため、作成状況等を確実に後任者に引き継ぎ、提出漏れ

となることがないように留意する。

(1) 調査概況等連絡せん（別紙様式 1)

調査の過程において、高額な追徴税額（加算税を含む。）、不正（重加算税の賦課）及び海外資産に係る高額な

非違が見込まれる事案については、次表のとおり、別紙様式 1 「調査概況等連絡せん」を作成し、添付書類と共

に局資産課税課（監理第2係）に、文書管理システムにより提出する。

なお、非違把握時（当初）は、把握した都度、概算で速やかに提出する。

娃
仕
甚
導

追徴税額3,000万円以上（特官は5,000万円以上）

不正を把握した
2,000万円以上の不正財産 I事案
かつ追徴税額500万円以上

追徴税額1,000万円以上

不正所得500万円以上
（特別控除及び1/2後）

不正を把握
した事案

※ 個人課税部門による調査事績を含む。

海外資産（所得）に係る非違5,000万円以上

不正事実や非違事項の解明方法、調査展開が今後の参考となるもの（個人課税部門による調
査事績を含む。）

右記に加え、
・相続関係図
・調査優先度等判定表の写し

右記に加え、
財産明細表の写し

・質問応答記録書の写し
・調査経過記録書の写し
•その他参考資料

・重要事案審議会事績書の写：し
・調査事績書及び処理てん末の写し
・質問応答記録書の写し（未提出のものに限る）
・調査経過記録書の写し（同上）
•その他参考書類（同上）
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(2) 検査忌避等事案調査票

税務調査の過程において、検査忌避等があった場合は、令和5年7月4日付東局課ー総2-15ほか9課合同「『検

査忌避等事案調査票』の提出等について」指示に基づき、「検査忌避等事案調査票」を作成し、その詳細が明らか

になる書類一を添付した上で、速やかに、局資産課税課（監

理第2係）に文書管理システムにより提出する。

(3) Web調査の実施状況

「実地調査における納税者等のWeb会議システムの使用について」（別途指示）に基づき、「Web調査の実

施状況」を作成し、次の期限までに局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムにより提出する。

なお、対象期間において処理を了した事案のうち、 Web調査を実施した事案がない場合は、実施事案数を「O

件」と記載する。

(4) 令和7事務年度「機動調査事績回報書」管理表兼処理事績報告書（別紙様式2)

前記第1の5「(1) 『機動調査事績回報書』が回付された事案の確実な処理」において、所要事項を記載した「令

和7事務年度『機動調査事績回報書』管理表兼処理事績報告書」を提出する。

(5) 令和6事務年度 総合譲渡所得の調査等事績一覧（別紙様式3)

局において、令和6事務年度における総合譲渡所得に係る調査等事績を基に「令和6事務年度 総合譲渡所得

の調査等事績一覧」を作成し、各署に送付することから、署においては、作成要領に基づき、調査等の内容を入

力し、当該ファイルを暗号化した上で、令和7年8月22日（金）までに局資産課税課（監理第2係）に文書管理シ

ステムにより提出する。

なお、提出時のファイル名は、各署へ送付した際のファイル名から変更しないことに留意する。

(6) 令和7事務年度暗号資産に係る実地調査の状況事績（別紙様式4)

令和7年7月1日から令和8年6月30日までに処理が完了した相続税及び贈与税の実地調査事案のうち、暗号

資産の相続又は遺贈・贈与を把握した相続税事案及び贈与税事案について、「令和7事務年度暗号資産に係る実地

調査の状況事績」を作成し、令和8年7月3日（金）までに局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムによ

り提出する。

なお、該当がない場合には、「該当無し」として、別紙様式4を提出する。
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(7) 電子帳簿保存法における重加算税の加重措置不適用に係る調査事績報告書

令和5年3月17日付東局課ー総2-1ほか5課合同「電子帳簿保存法における重加算税の加重措置の適用に係

る留意事項及び事例報告について」指示に基づき、統括官等は、「納税者に保存義務がない電磁的記録」に関する

隠蔽又は仮装であるため本措置の適用がなかった事例について収集した場合、調査終了後、「電子帳簿保存法にお

ける重加算税の加重措置不適用に係る調査事績報告書」を作成し、以下の添付書類を添付した上で局資産課税課

（監理第2係）に文書管理システムにより提出する。

① 調査結果の説明書その他非違の態様・手口が分かる資料

② 電帳法保存要件のチェックシート

③ 調査経過記録書

④ 争点整理票その他検討資料（作成した場合に限る。）

⑤ 質問応答記録書・調査報告書

※ ③～⑤の写しについては、関連する部分のみ抜粋することとして差し支えない。

(8) 継続2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別） （別紙様式5-1及び別紙様式5-2)

継続2管理事案について、実地調査等（更正の請求等の処理に係る調査、実地の調査以外の調査及び行政指導
を含む。）を実施した場合、調査完了時に当該調査を担当する資産課税部門の特官又は統括官（以下「特官等」と

いう。）が別紙5-1又は別紙様式5-2の「継続2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別）」を作成の上、

局資産課税課（監理第2係）に文書管理システムにより提出する。

なお、個人課税部門の特官又は個人課税部門が実地調査を行った事案は、報告書作成のために必要な書類の引

継ぎを受け、特官等が作成し、提出することに留意する。

継続2管理事案の確認は、 KSK継続管理システムで行う。

0 KSKにおける継続2管理事案の確認方法
継続管理事務＞グループ管理対象者の管理＞基幹・構成員情報照会

6
 



東京国税局

資産課税課長殿

調査概況等連絡せん
事案署・

【別紙様式 1】

税 目相続税年、分 1名簿番号I l 33の2 調査区分 特選事案I

氏名 （ 歳） 1職業~ ~ 

相開 ~ ： 始／が、 • : 、、続日、/~ ~ 被相続人
住所 団体名称 ！ 

，ヽ~

I /‘ 

~ : ~、:/ /‘ヽ ・~、等‘/ 
関与税理士名

OB・非OB

／役‘‘~ ぐ． : ＜／ 職＜ヽ :'‘/‘  

(0支部）

OB・非OB (0支部）

00税務署資産0部門

（統括官等氏名） 00 000 当初戸］・こ□□旦［ロ

申告状況
ヽ ‘、~”: / / 千円）
‘、.‘‘9 9、(

当初課税価格

見込増差課税価格

うち・・分

うち海外分

見込追徴税額

派生税額

主な非の種違項類目の＇内訳円翡 （千円）
財産 ~ / / / : ‘、

計

゜

相 続 人1別紙相関図のとおり I担 当
・為者は丸囲み）

争訟見込み
1. 

百

着手日

調査日数

R.. 

日

調

査

経

過

うち初日作成分 機動課支援

資臨

機動特官支援
-、

国際官支援
6号 ［共通（報告関係）報告関係書類事 5年］
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東京国税局
資産課税課長殿

調査概況等連絡せん

（記載例）

東京上野税務署資産3部門

（統括官等氏名）統括貫太郎 当初I:'’I□1顕著I器多

当初課税価格

見込増差課税価格 115,000 

うち・分 95, 000 

うち海外分 40,000 

見込追徴税額 50,000 

派生税額

゜1調主な非違項目の内訳 （千円）

財産の種類 m 1査現金

~I経海外不動産

゜゚生命保険契約
4竺 l過

別祇相

(・'行 15日

計

質問1答記録書作成件数1 5 1 料調二課合同
135,0001 I うち初日作成分 2 機動課支援

無 I 機動特官支援
/ ~‘~ / 

有 I 国際官支援
［共通（報告関係）報告関係書類事 5年］
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（記載例）

別紙

，
 



東京 国税局長 殿

令和7事務年度 「機動調査事績回報書」管理表兼処理事績報告書

【別紙様式2】
（課ー・資・監5)

第号

令和年月日

税務署長

No. 
税目

名簿番号

譲渡者氏名

回報書の内容

' 機動詞査
の対象者 追徴税額

千円I 千円

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

は、 目（ 旦当）から ，回 」の回1ヽを受けたのについて、その回 容及 1こ‘ける理、 記 る。
2 本表は、事務年度ごとに作成することとし、事務年度末における処理未済事案については、その回報内容等を翌事務年度に移記する。 豆

事 5年〕
資臨 I 
報告関係書類
［ 

〔共通（報告関係）
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【別紙様式3】

令和6事務年度総合譲渡所得の調査等事績一覧

~{ -t 1、-―
調査後

•，ペ"''""'':総所得金額＇一，襄‘i f ;、1,;'__ 

I 資臨 6号 I 
［共通（報告関係）報告関係書類事 5年］
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「令和6事務年度 総合譲渡所得の調査等事績一覧」の作成要領

令和6事務年度の総合譲渡所得の調査等事績一覧については、後日、 KSK入力結果を記載したデータを送付する

ため、当該データヘの修正・追記により作成する。

1 調査区分

KSK入力結果が入力されているので、以下の【調査区分】を確認し、誤りがある場合には赤字で正しい数字を

入力する。

【調査区分】

1 実地調査

心4 実調・確認 □ 7 行政指導・確認
2 処理区分

KSK入力結果が入力されているので、 「4:要更正」の入力内容を確認し、誤りがある場合には赤字で正しい
数字を入力する。

なお、是認事案については、 「長短区分」から「調査後総所得金額」の各項目に係る入力は不要である。

3 長短区分

KSK入力結果が入力されているので、 「6:総合長期」又は「7:総合短期」の入力内容を確認し、誤りがあ

る場合には赤字で正しい数字を入力する。

また、同一課税年分において、複数の譲渡物件について非違があった場合は、非違があった譲渡物件ごとに行を

挿入して入力する（以下7まで同じ。） （挿入した行には、 「局署番号」から「処理区分」及び「調査後総所得金

12 



額」の内容をコピーするとともに、上下のセルと結合しないことに留意する。）。

（注） 1 総合長期から総合短期に所得区分を是正する場合において、①「長短区分」のみを是正するときは、当

該項目に赤字で正しい数字を入力し、②「長短区分」以外の項目を含めて是正するときは、行を挿入し、

当該譲渡物件に係る是正後の内容を入力する（その際、是正部分を赤字で入力するなど是正した内容が分

かるようにする。）。
2 総合譲渡から分離譲渡に所得区分を是正した場合には、 「長短区分」に赤字で「分離」と入力する（「長

短区分」以外の項目に係る是正は不要である。）。

4 譲渡物件

下表のうち該当するものを選択する。

なお、その他は、金、白金地金、金貨、白金貨以外の貴金属や該当するものがない場合に選択する。

金地金等（金・白金地金、金貨・白金貨）

書画・骨とう

ゴルフ会員権

営業権・のれん

特許権

著作権

土石（砂）

機械器具

その他

5 増差譲渡所得金額

特別控除後、かつ、 2分の 1を乗じる前の譲渡物件ごとの譲渡所得の金額に係る増減差額を入力する。

6 当該物件の当初申告の有無

非違のあった物件の当初申告における申告の有無（当初申告書自体の提出がある場合であっても、非違のあった

13 



譲渡物件が申告されていなかった場合は「無」）について、 「有」の場合には、 「1:有」と入力する（「無」の

場合には入力不要。）。

7 重加賦課の対象額
KSK入力結果が入力されているので、重加算税の対象額を確認し、誤りがある場合には正しい金額を入力する。

8 調査後総所得金額

調査後の総所得金額（申告書Bの⑨欄（令和元年分以前様式）又は⑫欄（令和2年分以降様式））を入力する。
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謂査対象者

No. 税目

課税年分 名簿番号 氏名

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 

10 

合 計

令和7事務年度暗号資産に係る実地調査の状況事績
（令和8年6月末日現在）

非違の布無 賦重謀加の算有税無 増差課税価格

処理年月 闘査区分

内資暗産号 内暗号
内暗号資産

資産

゜゜゜゜ ゜ ゜

・税価栢

内暗号資産

゜ ゜

増差本税額

゜

【別紙様式4】

税務署

g単位：千円）

加算税額

内重加算税額

゜ ゜

1 資臨 6 号
［共通（報告関係）報告関係書類事 5年］
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「令和7事務年度暗号資産に係る実地調査の状況事績」の記載要領等

1 共通事項
本表は、実地調査において暗号資産の相続又は遺贈・贈与を把握した事案について記載する。

なお、①当初申告や資料情報等により事前に暗号資産に係る取引、相続又は遺贈・贈与の事実を把握していた事

案（実地調査事績の処理区分を「是認」又は「非課税」としたものを含む。）、②実地調査を実施した結果、暗号

資産に係る相続又は遺贈．贈与を把握し、暗号資産に係る非違があった事案を記載の対象とする。ただし、資料調

査システムに登録されている調査対象者に係る「資金情報明細表（預金残高等情報）」の収集担当者欄に「電子商

取引担当 (K)」と記載されているものは除く（注）。

（注） 「資金情報明細表（預金残高等情報）」の収集担当者欄に「電子商取引担当（K)」と記載されているもの

については、資料調査システムにおいて、調査事績等を入力することに留意する。

2 記載要領
(1) 「調査対象者」欄には、 「課税年分」、 「名簿番号」及び「氏名（被相続人名又は受贈者名」を記載する。

(2) 「税目」欄には、 「相続税」又は「贈与税」のいずれかを記載する。

(3) 「処理年月」欄には、実地調査事績の入力が完了した年月を記載する。
(4) 「調査区分」欄には、 「税目」欄が「相続税」の事案に限り、 「特別調査」、 「一般調査」又は「短期実地調

査」のいずれか記載する。
(5) 「非違の有無」欄には、調査事績の処理区分を「是認」又は「非課税」とした場合は「0」、 「要更正」とし
た場合は「 1」を記載する。また、 「内暗号資産」欄には、暗号資産に係る非違がなかった場合は＇「 O」、非違

があった場合は「 1」を記載する。
(6) 「重加算税賦課の有無」欄には、重加算税を賦課しなかった場合は「0」、賦課した場合は「 1」を記載する。

また、 「内暗号資産」欄には、暗号資産に係る非違について重加算税を賦課しなかった場合は「0」、賦課した

場合は「1」を記載する。
(7) 「増差課税価格」欄には、増差課税価格を記載し、 「内暗号資産」欄には、暗号資産に係る増差課税価格を記

載する。
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(8) 「・課税価格」欄には、増差課税価格のうち重加算税の賦課対象となった金額を記載し、 「内暗号資産」欄

には、暗号資産に係る増差課税価格のうち重加算税の賦課対象となった金額を記載する。

(9) 「増差本税額」欄には、増差本税額を記載する。

(10) 「加算税額」欄には、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の合計額を記載し、 「内重加算税額」欄に

は、重加算税の金額を記載する。
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I 所得税関係

【別紙様式5-1】
継続2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別）
（令和7年12月末日現在 ・ 令和8年6月末日現在）

呻

及びその内容： ＼^；況／ー公ぷ^ 尋

収資'| 重要資料（件） ~1 103資料（件） 1 114資料（件）：＿」至課部門事務連絡せん併）I
集：：：
状報
況の、9

資臨 6 号
l l 

［共通（報告関係）報告関係書類事 5年］
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「継続2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別）」の記載要領

1 共通事項

(1) 本表は、調査対象者ごと（人員ベース）に記載する。

なお、調査対象者に複数年分の譲渡があった場合は、収入金額等を土地等譲渡•株式等譲渡の別に合計した上で記
載する。

(2) 本表は、継続2管理事案の管理基準のうち、高額譲渡（山林）所得者及び高額株式等譲渡所得者基準に該当する者

について、行政指導（文書照会）及び実地調査（センターでの文書照会の結果、署において実地調査を実施した事案を

含む。）が完了した場合に記載する。

なお、資産課税（担当）職員以外の職員（個人特官、個人課税（担当）部門職員等）が、実地調査を行った場合にも

記載することに留意する。

2 「1 対象者情報」

(1) 「年分」欄は、調査の対象となった申告に係る年分を記載する（複数年分の譲渡がある場合は、全ての年分を記載

し、 1(2)の管理基準に該当した年分について0印を付す。）。

(2) 「名簿番号」欄は、複数年分の譲渡がある場合は、年分ごとに名簿番号を記載する。

(3) 「主な申告内容」欄は、調査対象者の株式等譲渡所得（上場株式及び一般株式）・土地等譲渡所得・その他の所得に

ついて、主なものを記載する。

(4) 「上場」、 「一般」、 「土地」欄は、継続2管理基準に該当する所得について0印を付す。

(5) 「海外資産関連事案」欄は、海外資産関連事案の該当・非該当を選択する。

※ 該当する事案については、海外資産関連事案の連絡シートにも記載することに留意する。

(6) 「国外財産調書の提出」及び「財産債務調書の提出」欄は、調査対象者の調査前における国外財産調書及び財産債務

調書の提出の有無を選択する。

3 「2 文書照会事績」

(1) 「センターでの入力（件）」欄は、センターにおいて文書照会の回答書から入力した「資産の所有等に関する資料せ
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ん (No.114)」の件数を記載する

(2) 「署での入カ・作成」欄は、センターから回付された回答書から、署において入力又は作成した各資料情報の件数を

記載する。

(3) 「譲渡代金の使用状況等」欄には、文書照会の回答書に記載された内容を、使用状況に応じて以下の通り記載する。

イ使用状況

回答書の使用状況が記載されている項目を選択する。
ロ 使用先の名称

金融機関、証券会社又は借入（貸付）先の名称、贈与先の名称若しくは購入した資産の名称等を記載する。

ハ本支店の名称又は住所（所在地）

ロで記載した名称の本支店名又は住所（所在地）等を記載する。
ー名義

金融機関、証券会社、借入（貸付）の名義人又は不動産若しくはその他資産の購入時の名義人を記載する。

4 「3 実地調査事績（実地調査・文書照会⇒実地調査）」
以下のとおり、記載する。

なお、申告審理の状況に応じて「（実地調査・文書照会⇒実地調査）」の該当区分に0を付す。
(1) 「調査対象者の選定に当たって参考とした資料情報及びその内容」欄

調査対象者の選定に当たり参考とした資料情報やその内容等について記載する。

（例）

① 
② 
③ 

④ 
⑤ 
(2) 「調査担当」欄及び「処理区分」欄

各項目に応じた内容を記載する。
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(3) 「調書に係る非違等」

「該当」欄は、調査により国外財産調書及び財産債務調書の新規提出又は修正（増額）があった場合、その提出の態

様を選択し、 「金額（千円）」欄は、提出された調書の総額を記載する。

(4) 「非違の内容」欄

調査の結果、非違があったものについてその内容を記載する。

なお、調査対象者本人以外の贈与税に係る非違が見込まれる場合は、「非違の内容」欄に非違が見込まれる件数、事

案の局署番号、年分、名簿番号及び金額を記載する。

また、 は、該当する場合に0を
付す。

※一とは、平成21年7月8日付課ー総5-15「『内国税に関する資料1青報事務の事務提
要』の制定について」事務運営指針において、

をいう。

(5) 「譲渡代金の使用状況等」欄及び「上記以外の資産の保有状況・運用先」欄

上記3(3)に準じて記載する。

なお、 「上記以外の資産の保有状況・運用先」欄の「使用状況」欄は記載を要しない。

(6) 「資料情報の収集状況」欄

実地調査により、署において入力又は作成した各資料1青報等の件数を記載する。
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II 相続税関係

【別紙様式5-2】

継続2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別）
（令和7年12月末日現在 ・ 令和8年6月末日現在）

， の，ヘヘ 9^’5  ,々 、内＿~ ~_. ‘- 容‘へ‘ ‘v‘ ご＇ ，凶 や＇

口［共通（報告関係）報告関係書類事 5年］
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「継続2管理事案に対する実地調査等の状況（一件別）」の記載要領

1 共通事項

本表は、被相続人が継続2管理対象者のうち、大口資産家に該当する者について、相続税の実地調査（机上調査を含
む。）が完了した場合に記載する。

2 「1 対象者情報」
(1) 「局署番号」、 「年分」、 「整理番号」及び「名簿番号」は、被相続人に係るものを記載する。

(2) 「海外資産関連事案」欄は、海外資産関連事案の該当・非該当を選択する。

※ 該当する事案については、海外資産関連事案の連絡シートにも記載することに留意する。

(3) 「調査担当」欄には、調査担当者の所属 (00署資産特官、資産0部門、 00署個人特官、個人0部門等）を記載
する。

(4) 「処理区分」欄には、 「要更正」 「申告是認」の別に記載する。

3 「2 蓄積資料の活用状況」

本欄は、当該調査事案に添付のある「相続税資料カード兼準備調査書（第3表）」 （以下「第3表」という。）に出

力されている「資産の所有等に関する資料せん (114)」に基づいて記載する。

(1) 「出力件数」欄は、 「蓄積資料内容」に応じた財産等の種類別の出力件数を記載する。

(2) 「左のうち個人課税収集資料」欄は、第3表の「資産の所在地・名称」欄に記載されている「収集局署・部門」が

個人課税部門である場合に、その蓄積資料内容別・局署部門別に記載する。

(3) 「個人課税収集資料がある場合の活用効果」欄は、上記(2)「左のうち個人課税収集資料」欄に記載がある場合、以

下の区分に応じて記載する。

イ 「当初申告」欄は、当該資料せん内容について当初申告に計上のある件数を記載する。

ロ 「増差効果」欄は、当該資料せん内容が直接・間接を問わず増差につながった場合に、その件数を記載する。
ハ 「効果有の場合の増差課税価格」欄は、上記口で件数の記載がある場合に、当該資料せんに基づく増差課税価格
を千円単位で記載する。
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「左のうち重加対象課税価格」欄は、上記ハで増差課税価格の記載があるもののうち、重加算税対象課税価格が

ある場合に、その課税価格を千円単位で記載する。

4 「3 実地調査事績」

(1) 「非違の内容」欄は、調査の結果非違があったもののほか、非違が見込まれるもの（自署管内以外の受贈者に係る
もの等）についてもその内容を記載する。

なお、 「非違の内容」欄の

は、該当する場合に0を付す。
※一とは、平成21年7月8日付課ー総5-15「『内国税に関する資料情報事務の事務提
要』の制定について」事務運営指針において、

(2) 「調書に係る非違等」欄は、調査により「国外財産調書」及び「財産債務調書」の新規提出又は修正（増額）があ

った相続人ごとに記載する。

なお、 「該当」欄は、その提出の態様を選択し、 「金額（千円）」欄は、提出された調書の総額を記載する。

5 「4 蓄積資料の収集状況」

調査において収集した114資料の件数を記載する。
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